
病後児保育事業利用申込みについて 

ステップ①：事前登録 

 

 

ステップ②：利用予約・医療機関受診 

 

  

 

 医療機関 

保護者 

保護者 

●「病後児保育事業利用届」 

上記書類をご提出ください。 
利用の届出 

利用予約 

受診 

●利用予定日については、事前のご

予約をお願いします。 

 

●担当医師より入院・加療の必要が

なく、病後児保育室での保育サー

ビスの利用が可能と判断した場合

に利用できます。 

医師連絡票 

 

 

子ども子育て課 

または 

なのはなこども園 

ごしきこども園 

子ども子育て課 

または 

なのはなこども園 

ごしきこども園 



ステップ③：利用を申請する 

 

 

 

ステップ④：利用を開始 

 

 
保護者  

保護者 

●「病後児保育事業利用申請書」 

●「医師連絡票」 

上記書類をご提出ください。 

利用申請書など 

利用承諾通知書 

持ち物確認/送迎 
●利用時間：午前 9時～午後 5時 

●利用料金：2000円/日 

（別途、食事代等がかかります。） 

●持ち物については、なのはなこど

も園・ごしきこども園にご確認く

ださい。 

 
利用料の請求 

（お問い合わせ）●洲本市役所子ども子育て課：22-1333 

●なのはなこども園（病後児保育事業実施園）：24-7087 

●ごしきこども園（病後児保育事業実施園）：35-0700 

 

子ども子育て課 

または 

なのはなこども園 

ごしきこども園 

なのはなこども園 

ごしきこども園 


